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(57)【要約】
【課題】低コストで被挟持物への装着性がよいコード係
止具を提供する。
【解決手段】挟持部５３ａ，操作部５３ｂが形成された
第１挟持プレート５３と、挟持部５５ａ，操作部が５５
ｂが形成された第２挟持プレート５５と、第１挟持プレ
ート５３、第２挟持プレート５５の間に配置され、一端
部が第１挟持プレート５３に接続され、他端部が第２挟
持プレート５５に接続され、自然状態では、第１挟持プ
レートの挟持部と第２挟持プレートの挟持部との間隔を
被挟持物の厚さ以下に保持し、自然状態から第１挟持プ
レートの挟持部と第２挟持プレートの挟持部との間隔が
広がると、弾性変形し、第１挟持プレートと第２挟持プ
レートとが自然状態に戻るような弾性反発力を発生する
ばね部５７と、ばね部５７に設けられ、コードを係止可
能なコード係止手段６１とを有し、第１挟持プレート５
３、第２挟持プレート５５、ばね部５７、コード係止手
段６１を一体化する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一方の端部側に被挟持物に当接する挟持部が形成され、他方の端部側に操作部が形成さ
れた第１挟持プレートと、
　一方の端部側に被挟持物に当接する挟持部が形成され、他方の端部側に操作部が形成さ
れ、前記第１挟持部と対向するように配置される第２挟持プレートと、
　前記第１挟持プレート、前記第２挟持プレートとの間に配置され、一端部が前記第１挟
持プレートの挟持部と操作部との間に接続され、他端部が前記第２挟持プレートの挟持部
と操作部との間に接続され、自然状態では、前記第１挟持プレートの挟持部と前記第２挟
持プレートの挟持部との間隔を前記被挟持物の厚さ以下に保持し、前記自然状態から前記
第１挟持プレートの挟持部と前記第２挟持プレートの挟持部との間隔が広がると、弾性変
形し、前記第１挟持プレートと前記第２挟持プレートとが前記自然状態に戻るような弾性
反発力を発生するばね部と、
　前記ばね部に設けられ、コードを係止可能なコード係止手段と、
　を有し、
　前記第１挟持プレート、前記第２挟持プレート、前記ばね部、前記コード係止手段を一
体化したことを特徴とするコード係止具。
【請求項２】
　前記第１挟持プレートの挟持部の前記第２挟持プレートとの対向面、前記第２挟持プレ
ートの挟持部の前記第１挟持プレートとの対向面には、互に噛合可能な歯が形成されてい
ることを特徴とする請求項１記載のコード係止具。
【請求項３】
　前記ばね部は、
　一端部が前記第１挟持プレートに接続され、前記操作部方向に延出する第１アームと、
　一端部が前記第２挟持プレートに接続され、前記操作部方向に延出し、前記第１アーム
と対向する第２アームと、
　一端部が前記第１アームの他端部に、他端部が前記第２アームの他端部に接続される折
り返し部とからなる略Ｕ字形であり、
　前記コード係止部は、前記第２アームの前記第１アームとの対向面に設けられたことを
特徴とする請求項１又は２記載のコード係止具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、本発明は、携帯電話機等の無線通信機器や携帯テープレコーダ，ラジオ，Ｃ
Ｄプレーヤー等に接続して用いるイヤホン・マイク等のコードを衣服等の被挟持物に係止
するコード係止具に関する。
【背景技術】
【０００２】
（第１の従来例）
　図７を用いて説明する。図において、コード係止具１は第１挟持プレート３と第２挟持
プレート５とを有し、第１挟持プレート３の中間部と第２挟持プレート５の中間部とはシ
ャフト７により回転可能に支持されている。そして、中間部がシャフト７に巻回され、一
端部が第１挟持プレート３に、他端部が第２挟持プレート５に係止されたばね９により、
第１挟持プレート３の一方の端部側の挟持部３ａと第２挟持プレート５の一方の端部側の
挟持部５ａとが押接するように付勢されている。
【０００３】
　そして、第１挟持プレート３と第２挟持プレート５の他方の端部側の操作部３ｂ，５ｂ
をばね９の付勢力に抗して矢印Ａ，矢印Ｂ方向に押すことにより、挟持部３ａ，５ａが離
反し、被挟持物への挟持状態が解除されるようになっている。
【０００４】
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　第１挟持プレート３には、コード１１が係止可能なコード係止部１３が設けられている
（例えば、特許文献１参照）。
（第２の従来例）
　図８を用いて説明する。図において、コード係止具２１は、樹脂でなり、クリップ部２
３と、このクリップ部２３と一体的に形成され、コード２５を係止可能なコード係止部２
７とからなっている。クリップ部２３は、相対し、被挟持物を挟持する２つの挟持プレー
ト部２９，３１と、２つの挟持プレート部２９，３１の基部を連絡する略Ｕ字形の連絡部
３３とからなっている（例えば特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００２－５８０８７号公報（図１－図３）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、第１の従来例で説明したコード係止具１は、部品点数が多く、製造コストが高
いという問題点がある。
　又、第２の従来例で説明したコード係止具２１は、樹脂の一体成形品なので、製造コス
トは低い。しかし、手で挟持プレート部２９，３１を開くことができず、被挟持物（衣服
）に装着する際には、クリップ部２３の開口２３ａを被挟持物に押し込むことで装着する
。よって、装着性が悪いという問題点がある。
【０００６】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたもので、その課題は、低コストで、被挟持物へ
の装着性がよいコード係止具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１に係る発明は、一方の端部側に被挟持物に当接する挟持部が形成され、他方の
端部側に操作部が形成された第１挟持プレートと、一方の端部側に被挟持物に当接する挟
持部が形成され、他方の端部側に操作部が形成され、前記第１挟持部と対向するように配
置される第２挟持プレートと、前記第１挟持プレート、前記第２挟持プレートとの間に配
置され、一端部が前記第１挟持プレートの挟持部と操作部との間に接続され、他端部が前
記第２挟持プレートの挟持部と操作部との間に接続され、自然状態では、前記第１挟持プ
レートの挟持部と前記第２挟持プレートの挟持部との間隔を前記被挟持物の厚さ以下に保
持し、前記自然状態から前記第１挟持プレートの挟持部と前記第２挟持プレートの挟持部
との間隔が広がると、弾性変形し、前記第１挟持プレートと前記第２挟持プレートとが前
記自然状態に戻るような弾性反発力を発生するばね部と、前記ばね部に設けられ、コード
を係止可能なコード係止手段と、を有し、前記第１挟持プレート、前記第２挟持プレート
、前記ばね部、前記コード係止手段を一体化したことを特徴とするコード係止具である。
【０００８】
　請求項２に係る発明は、前記第１挟持プレートの挟持部の前記第２挟持プレートとの対
向面、前記第２挟持プレートの挟持部の前記第１挟持プレートとの対向面には、互に噛合
可能な歯が形成されていることを特徴とする請求項１記載のコード係止具である。
【０００９】
　請求項３に係る発明は、前記ばね部は、一端部が前記第１挟持プレートに接続され、前
記操作部方向に延出する第１アームと、一端部が前記第２挟持プレートに接続され、前記
操作部方向に延出し、前記第１アームと対向する第２アームと、一端部が前記第１アーム
の他端部に、他端部が前記第２アームの他端部に接続される折り返し部とからなる略Ｕ字
形であり、前記コード係止部は、前記第２アームの前記第１アームのと対向面に設けられ
たことを特徴とする請求項１又は２記載のコード係止具である。
【発明の効果】
【００１０】
　請求項１－３に係る発明によれば、一方の端部側に被挟持物に当接する挟持部が形成さ
れ、他方の端部側に操作部が形成された第１挟持プレートと、一方の端部側に被挟持物に
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当接する挟持部が形成され、他方の端部側に操作部が形成され、前記第１挟持部と対向す
るように配置される第２挟持プレートと、前記第１挟持プレート、前記第２挟持プレート
との間に配置され、一端部が前記第１挟持プレートの挟持部と操作部との間に接続され、
他端部が前記第２挟持プレートの挟持部と操作部との間に接続され、自然状態では、前記
第１挟持プレートの挟持部と前記第２挟持プレートの挟持部との間隔を前記被挟持物の厚
さ以下に保持し、前記自然状態から前記第１挟持プレートの挟持部と前記第２挟持プレー
トの挟持部との間隔が広がると、弾性変形し、前記第１挟持プレートと前記第２挟持プレ
ートとが前記自然状態に戻るような弾性反発力を発生するばね部とを有することで、第１
挟持プレートの操作部、第２挟持プレートの操作部を互に近づく方向に移動させることで
、第１挟持プレートの挟持部と第２挟持プレートの挟持部との間隔が広がり、被挟持物に
対する装着性が良い。
【００１１】
　又、前記第１挟持プレート、前記第２挟持プレート、前記ばね部、前記コード係止手段
を一体化したことにより、低コストである。
　請求項２に係る発明によれば、前記第１挟持プレートの挟持部の前記第２挟持プレート
との対向面、前記第２挟持プレートの挟持部の前記第１挟持プレートとの対向面には、互
に噛合可能な歯が形成されていることにより、第１、第２の挟持プレートの挟持部と、被
挟持物との接触面積が増え、被挟持物を挟持した際の挟持力が高くなる。
【００１２】
　請求項３に係る発明によれば、前記ばね部は、一端部が前記第１挟持プレートに接続さ
れ、前記操作部方向に延出する第１アームと、一端部が前記第２挟持プレートに接続され
、前記操作部方向に延出し、前記第１アームと対向する第２アームと、一端部が前記第１
アームの他端部に、他端部が前記第２アームの他端部に接続される折り返し部とからなる
略Ｕ字形であり、前記コード係止部は、前記第２アームの前記第１アームとの対向面に設
けられたことにより、第２挟持プレートを被挟持物側にあるように用いれば、コードを被
挟持物に近い場所に保持できる。又、第１，第２挟持プレートの操作部を操作した際にも
、ばね部のうちで一番移動するのは折り返し部であり、コードが係止された第２アームは
ほとんど移動しないので、操作部を操作している際にもコードが移動しない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　図面を用いて形態例を説明する。図１は本形態例のコード係止具の斜視図、図２は図１
のコード係止具の自然状態での正面図、図３は図１の右側面図、図４は図１の上面図、図
５は図１の下面図、図６は自然状態の図２の状態から第１挟持プレートの挟持部と第２挟
持プレートの挟持部との間隔が広がった状態を示す図である。
【００１４】
　これらの図に示すように、本形態例のコード係止具５１は、一方の端部側に被挟持物（
衣服）に当接する挟持部５３ａが形成され、他方の端部側に操作部５３ｂが形成された第
１挟持プレート５３と、一方の端部側に被挟持物（衣服）に当接する挟持部５５ａが形成
され、他方の端部側に操作部５５ｂが形成され、第１挟持部５３と対向するように配置さ
れる第２挟持プレート５５と、第１挟持プレート５３、第２挟持プレート５５との間に配
置され、一端部が第１挟持プレートの挟持部５３ａと操作部５３ｂとの間に接続され、他
端部が第２挟持プレート５５の挟持部５５ａと操作部５５ｂとの間に接続されたばね部５
７と、ばね部５７に設けられ、コード５９を係止可能なコード係止手段６１とからなって
いる。
【００１５】
　そして、第１挟持プレート５３、第２挟持プレート５５、ばね部５７、コード係止手段
６１は、樹脂でなり一体成形されている。
　ばね部５７は、図２に示すように、一端部が第１挟持プレート５３に接続され、操作部
５３ｂ方向に延出する第１アーム５７ａと、一端部が第２挟持プレートに５５接続され、
操作部５５ｂ方向に延出し、第１アーム５７ａと対向する第２アーム５７ｂと、一端部が
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第１アーム５７ａの他端部に、他端部が第２アーム５７ｂの他端部に接続される折り返し
部５７ｃとからなる略Ｕ字形である。
【００１６】
　又、第１挟持プレート５３の挟持部５３ａの第２挟持プレート５５との対向面、第２挟
持プレート５５の挟持部５５ａの第１挟持プレート５３との対向面には、互に噛合可能な
歯５３ｃ，５５ｃ，５５ｄが形成されている。
【００１７】
　そして、ばね部５７は、自然状態（図２参照）では、第１挟持プレート５３の挟持部５
３ａと第２挟持プレート５５の挟持部５５ａとの間隔（図２において間隔Ｗ）を被挟持物
（衣服）の厚さ以下に保持し、自然状態（図２の状態）から、図６に示すように第１挟持
プレート５３の挟持部５３ａと第２挟持プレート５５の挟持部５５ａとの間隔が広がると
、ばね部５７は弾性変形し、第１挟持プレート５３と第２挟持プレート５５とが自然状態
に戻るような弾性反発力を発生するようになっている。
【００１８】
　本形態例のコード係止部６１は、ばね部５７の第２アーム５７ｂの第１アーム５７ａと
の対向面に設けられる。コード係止部６１は、図２に示すように、第２アーム５７ｂから
第１アーム５７ａに向かって延びる基部６１ａと、基部６１ａの先端部から折曲して折り
返し部５７ｃ方向に延びる第１折曲部６１ｂと、第１折曲部６１ｂの先端部から第２アー
ム５７ｂ方向に折曲した第２折曲部６１ｃとからなっている。そして、第１折曲部６１ｂ
と第２アーム５７ｂとの間隔ｗを係止するコード５９の径より若干小さく設定している。
このため、ばね部５７の第２アーム５７ｂ、コード係止手段６１の基部６１ａ、第１折曲
部６１ｂ、第２折曲６１ｃで囲まれた空間に￥コード５９を係止した際に、第１折曲部６
１ｂがコード５９の周面に押接するので、コード５９の移動を禁止するようになっている
。
【００１９】
　更に、本形態例では、第１挟持プレート５３，第２挟持プレート５５には、リブ５３ｅ
、５５ｅを形成し、第１挟持プレート５３，第２挟持プレート５５の強度を上げている。
　このような構成によれば、以下のような効果を得ることができる。
【００２０】
　（１）コード係止具５１は、一方の端部側に被挟持物（衣服）に当接する挟持部５３ａ
が形成され、他方の端部側に操作部５３ｂが形成された第１挟持プレート５３と、一方の
端部側に被挟持物（衣服）に当接する挟持部５５ａが形成され、他方の端部側に操作部５
５ｂが形成され、第１挟持部５３と対向するように配置される第２挟持プレート５５と、
第１挟持プレート５３、第２挟持プレート５５との間に配置され、一端部が第１挟持プレ
ートの挟持部５３ａと操作部５３ｂとの間に接続され、他端部が第２挟持プレート５５の
挟持部５５ａと操作部５５ｂとの間に接続され、自然状態では、第１挟持プレート５３の
挟持部５３ａと第２挟持プレート５５の挟持部５５ａとの間隔を被挟持物（衣服）の厚さ
以下に保持し、自然状態（図２の状態）から、図６に示すように第１挟持プレート５３の
挟持部５３ａと第２挟持プレート５５の挟持部５５ａとの間隔が広がると、ばね部５７は
弾性変形し、第１挟持プレート５３と第２挟持プレート５５とが自然状態に戻るような弾
性反発力を発生するばね部５７とを有することで、第１挟持プレート５３の操作部５３ｂ
、第２挟持プレート５５の操作部５５ｂを互に近づく方向に移動させることで、第１挟持
プレート５３の挟持部５３ａと第２挟持プレート５５の挟持部５５ａとの間隔が広がり、
被挟持物に対する装着性が良い。
【００２１】
　（２）第１挟持プレート５３、第２挟持プレート５５、ばね部５７、コード係止手段６
１は、樹脂でなり一体成形されていることにより、低コストである。
　（３）第１挟持プレート５３の挟持部５３ａの第２挟持プレート５５との対向面、第２
挟持プレート５５の挟持部５５ａの第１挟持プレート５３との対向面には、互に噛合可能
な歯５３ｃ，５５ｃ，５５ｄが形成されていることにより、第１、第２の挟持プレート５
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３，５５の挟持部５３ａ，５５ａと、被挟持物との接触面積が増え、被挟持物を挟持した
際の挟持力が高くなる。
【００２２】
　（４）ばね部５７は、図２に示すように、一端部が第１挟持プレート５３に接続され、
操作部５３ｂ方向に延出する第１アーム５７ａと、一端部が第２挟持プレートに５５接続
され、操作部５５ｂ方向に延出し、第１アーム５７ａと対向する第２アーム５７ｂと、一
端部が第１アーム５７ａの他端部に、他端部が第２アーム５７ｂの他端部に接続される折
り返し部５７ｃとからなる略Ｕ字形であり、コード係止部６１は、ばね部５７の第２アー
ム５７ｂの第１アーム５７ａとの対向面に設けられることにより、第２挟持プレート５５
を衣服側にあるように用いれば、コード５９を衣服に近い場所に保持できる。又、第１，
第２挟持プレート５３，５５の操作部５３ｂ，５５ｂを操作した際にも、ばね部５７のう
ちで一番移動するのは折り返し部５７ｃであり、コード５９が係止された第２アームはほ
とんど移動しないので、操作部５３ｂ，５５ｂを操作している際にもコード５９が移動し
ない。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本形態例のコード係止具の斜視図である。
【図２】図１のコード係止具の自然状態での正面図である。
【図３】図１の右側面図である。
【図４】図１の上面図である。
【図５】は図１の下面図である。
【図６】自然状態の図２の状態から第１挟持プレートの挟持部と第２挟持プレートの挟持
部との間隔が広がった状態を示す図である。
【図７】第１の従来例を説明する図である。
【図８】第２の従来例を説明する図である。
【符号の説明】
【００２４】
５３　第１挟持プレート
５５　第２挟持プレート
５７　ばね部
６１　コード係止部
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